
（参考資料） 
労働組合用 

平成１９年１月２９日 

 

（労働組合） 御中 

 

 

社会保障審議会年金部会 

パート労働者の厚生年金適用 

に関するワーキンググループ 

 

パート労働者の厚生年金適用に関する追加ヒアリングのお願いについて 

 

貴組合におかれましては、ますますご発展のこととお慶び申し上げます。 

先日はご多忙のところ、当ワーキンググループのヒアリングにご対応いただきま

して、ありがとうございました。パート労働者の様々な実態につきましてご教示い

ただき、感謝申し上げます。 

その後、当ワーキンググループ内で検討したところ、以下のような点につき、さ

らに理解を深めていくことが必要と考えております。重ねてのご協力のお願いとな

り恐縮ですが、２月 日に開催を予定しております当ワーキンググループの追加ヒ

アリングにおいて、ご説明いただけると幸いです。 

なお、お答えに関する資料がありましたら、当日参考にさせていただきたく、事

前に事務局にお渡しいただければ幸いです。 

また、前回のヒアリングの際に集計中であった調査でさらに集計が進んだものが

ございましたら、ぜひ参考にさせていただきたいので、併せてご提出をお願いいた

します。 

 

 

（１）先日のヒアリングでは、経営者団体から、パート労働者のほとんどは老後の

年金給付よりも現在の手取り収入を重視し、厚生年金の適用を望んでいないと

のご意見がありましたが、労働組合としてはどう考えますか。 

 

（２）先日のヒアリングでは、経営者団体から、事業主は、個々人の事情や希望に

応じて都合のよい時間・日に働きたいという労働者のニーズに対応して時間帯
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や曜日等の選択肢を幅広く用意し、多様な就業の機会を提供しているとのご意

見がありました。また、短時間労働は多様な働き方の一つであり、労働者のニ

ーズと企業のニーズが一致したものとのご意見がありました。これらのご意見

ついて、労働組合としてはどう考えますか。 

 

（３）先日のヒアリングでは、経営者団体から、パート労働者への厚生年金の適用

拡大が行われた場合には、保険料の負担が発生しないよう、パート労働者自身

が就業時間の調整や労働者数の削減を行うだろうとのご意見がありました。ま

た、保険料負担が発生することにより、パート労働者の家計を圧迫し、個人消

費に悪影響を及ぼすとのご意見がありましたが、これらのご意見について、労

働組合としてはどう考えますか。 

 

（４）今後、女性の社会進出がますます進み、遺族年金を含めて、妻が夫に扶養さ

れていることを前提とする仕組みは見直されていく可能性があることから、パ

ート労働者についても、むしろ自らが保険料を納めて、自分の年金を確保する

ことが必要になるのではないかとの指摘がありますが、どう考えますか。 

 

（５）パート労働者への厚生年金の適用拡大に当たっては、医療保険についても、

被用者として健康保険の適用を受けるようにすべきとの指摘がありますが、こ

れについてどう考えますか。 

 

 

以上、重ねてのお願いで大変恐縮ですが、実態に即した検討を行いたいと考えて

おりますので、どうかご協力のほどよろしくお願いいたします。 
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